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続々スランスにおける土地所有と領主

はしがぎ 

領 主 入 会 分 王  

士地収用ということ 

体作分と個人主義 

終 り に .

渡 辺 、 國 廣

は し が き

すでに明らかな如く, フランスやは土地につぃて小所有とぃう状況が続ぃて来た。かくなったに 

つぃては，もらゆる機会を捕え，4、所有保全のための手が打たれて来たからにはかならなぃ。その 

真剣さたるや，ほとんど執念に似たものを感じさせるに十分であった。これを背後で支えて来たの 

力、，土地につぃては利用とぃうことを俊先させまぃとぃう思想にほかならなぃ。かかる思想の現わ 

れよラとぃったらぃぃものを，本稿では三つの点からアプローチしてぃる。土地をめぐっては，所 

有と利用と，そのぃずれを前面に抓出すべきか，今ロわが国でも議論の大ぃに沸くところであるが, 

革命までの,フランスにおぃては利用ということを排し，小所有を盛* てるべく，どれだけのことが 

なされて来たとぃうのであろうか。

なお本稿は，前出の二つの同名の稿との関迪におぃて書かれてぃる。ネ稿を含め，これら三つめ 

稿はまた，既出の他の二つの稿の続稿とぃうことになろう。それらを通じ私は，士地とぃうものを 

どうV、う形でフランス経済史に登場させるのがもっとも適切で妥当か，自問自答を繰返すのである。 

土地とぃえば，ただ圓雲に，所有の両極分化を問うだけで終るものでもあるまぃ。

( 1 ) それぞれ，SIB学会雑誌66卷12故 67卷5号に所収。 '
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( 2 ) 自主地分与地世盤地（三IB学会雑誌64巻8号所収）と，利用と所有（同64巻12号所収）のニつ。

冒頭の，領主入会分王というところでは，土地について長く続いた小所有の状況を保全のた

め，入会分が王の手により役立てられるという経過を扱っている。これによりわかった第一の点は，

入会分を自己の所有に移してしまおうという領主の行為が，普通いわれるほどの影響力を持つもの

でもなかったこと。わかった第二の人*V(は，入会分に向かった領主の所有欲をかわすベく王が，入会

分の分割により小所有の创出を考えた時，これにより問違いなく起る入会分の欠落から，土地につ

いて小所有を続けて来た者の突上げが強く, ために王は入会分の分割による小所有の創出という野

心を，フランス全土にまで拡充することができなかったこと。入会分と対した時，真先に王は領主

の横暴を桃し，なお進んで入会分を小所有創出のため活用しようとしたわけだが，ついにそれも大

きな効果を残さず終っていた如くだ。以上の， 第二の点を裏書きするものとしてフランスで

は，入会分のJEE倒的部分がはとんど手の触れられないまま期まで存統することになったという

(1)
ことを举げなければならない。豊かな入会分の存続は，小所イぼを続けて来た者にとり願ってもない

環境であった。入会分の分制による小所有創出の方向を押さえ，入会分をほとんど無傷のまま維持

できたということの背後にみるべきは，土地について小所続けて来た者が自分の置かれた現状

に対して示したIII己主張の強さといったらいいもめであろう。

続く，土地収用ということの項では，土地について小所有を続けて来た者から,その土地を収用

できるのは，王に限られていたということを示そうとした。しかし王が土地を無償で収用できるの

は，道路整傭のためということに限定されている。道路の盤備といえば，全体の都合を考えてのこ

とにはかな;らず，今や士地について長く小所有を続けて来た者といえども，全体の都合の前にその

伝来の地位を投げ出すことをよぎなくされてしまったのだ。しかしこのことは，王の掲げる全休の

都合のためなら無条仲で彼が王に従うということを意味しない。道路整備のためとい‘う場合を除き，

彼は土地を無償で収用しようという王に向かい，而倒な注文を提示することを忘れなかった。この

ため当然ながら，全体の都合を考えて勘かねばという,王の意欲はひどく後退することになってしま

う。プランスでは土地について小所有を続ける者の前に，全体の都合がねじ伏せられるととになぅ

たといっても過1?ではないであろう。小所有と対した時，その自己主張の強さに王が閉口の体だゥ
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たということを，この項によって知りてほしい。

最後が，休作分と個人主義である。士地について小所有を続ける者にとり，彼の置かれた現状の

維持のため，他人の休作分を共同利用できるということは大きな救いであった。こうした点は濃淡

の差こそあれ，フランスの各所でいえる。他人の休作分を共同利用できるということが前提となり，

土地について小所有を続ける者は生活の安定を得，土地と対する彼の現在の関係に彼は不平を抱く

こともない。 こうした休作分だが，それを没にしようというのである。今や休作分を共同利用のた

め開放せず，休作分を所右する侧がこれを全面的に利用することになったのだ。かかる形で個人主

義が貫做された時，土地について小所おを続ける侧が受ける打整は明白であろう。体作分を共同利

用できないまま彼は，± 地について続けて来た小所-#を放嫌しなければならない。そしてこれは,

王がもっとも恐れる担税者の減少ということにつながっていく。かかる事態を除かんものと王は，

休作分について個人主義を掲げる侧の自制を願い出るのであった。体作分と個人主義の項では，王.

のかかる願い出の実相に触れいる。自己の休作分から他人を飾め出すことは，休作分に対する彼

の所有を確立するものと,して，主もまた一-旦はとれに加担したが，その招来する結果の恐しさに玉

は狼狠の体でった。またこの項では，土地について小所有を続けた側が，休作分に対する個人き

義の貫徹を主張する侧に対して向けた反発についても触れている。王に対するトお制要求;?:,小所有

侧からの突上げは功を奏し，本命期までのフランスにおいてついに休作分の大方は，従前通りの慣

行の下に置かれると.いうことになった。土地利用の効率を高めるため動き出した新しい方向だが， 

土地について長く'続いた小所有の伝統の前にはいかにもちびたものにみえた。

(1) その一端を，Filhouî aud R., Le Parlage k Titre On^remi^ des biefis communmccG dans h resort de 
la Cour d’appel de Limoges, 1922, p. 4.にみよ。 .

( 2 ) この点については，SfeE, H., L a  question de la m in e  pdture en Fm nce h la fm  de VAncien 

rigmie, Revue d'histoire economique et sociale.191も pp. 5 et siiiv.力':適切。 くわしくは，B lo c h  M.,

L a  lutie IH ndividm lism e agra ire dam  la France du X V I I P  siicle, Annale d'histoire economique 
et sociale, 1930, pp. 32 et suiv,参照。

領 主 入 会 分 王

.自治体に腐しかつそとの住民が共同で、利用できる土地部分を入会分という。入会分が典同利用,

^ 3 (1165)
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できるということで，これから先も長く 土地について小所有を続けたいと願う著の立場は強化でCを 

た。かかる入会分だが，その起源が複雑で暖味だったことから，I6世紀!r：il晦大土地所有への志向が 

露骨化する時代に入り， f  (主の絶好の如食となった。 的達成のため領主はどんな手段に訴えても 

かまわないと考え，いざという時には，領主がいない士地はないという原則すら持出すのである。、

こうした領主の手口に対し自治体側は強く反発した。土地につV>て小所有という状況を末長く守り 

たいと願う者のため入会分はほとんど不可欠な存在であり，もともとIき治体力;，かかる願いを持つ， 

者の側に立たねばならないという以上，領主による入会分の横領に対し自治体側に反発が起って当’ 

然といわなけれぱならない。しかし領主は各所で自治体側の反発を抑え，入会分から最大限その3

分の1 を横領できるという勝手に出ることに成功したのだった。 ，

かかる成功を王は暴举とみなした。そしてこうした暴举により王は，土地について小所有を末長 

く後々までも続けた、、とする側に立つ自治体が受ける不利益のことをおもんぱかり, 入会分に対す 

る領主の勝手を封ずるべく，乗出すことになった。入会分を不可侵なものとみる王からすれば，領 - 

主が勝手に入会分の うち最大限その3分の1 を召上げ得るということはみるにしのびない◊入会分 

のなくなることが原因で，土地について小所有を続ける者の減少が起った時，王は担税者の減少に' 

つながるとみて，大いに落胆することになったというわけだ。現 に 1667年の段階では王のかかる 

苦悩が強く前而に打出されることになった。しかしただ王は1667年以降についてだけ，入会分か，

ら最大限その3 分の1 を召上げ得るという値主の勝手を封じようとしたに過ぎない。しかし1669 

年段階になると，入会分に対する東敢な領主の進出を前に主は，領主が入会分のうち最大服その3 

分の1 まで召上げ得るということを公認するまでに変って来た。もはや丰といえども，入会分に向：

力、う領主の土地所有欲を引® めることができなかったということになろう。現に各所で程度の差こ
( 1 )

そあれ，入会分に対する領主の身勝手な振舞いが続いた。そしてこれは当然ながら，土地について-

小所おを続けて来た者を苦境に追込むことになったのだった。

ともあれ，入会分の欠落が起った。かかる傾向を促進したのも, 実のところ王であった。という 

時，資金に困った王が，入会分から召上げた領主に向かい，彼の横領分について王のため何がしか- 

の貨幣を差出すという ことと引替えに， 横領分に対する所有を公認したからであった。王のため墓 

山す貨？の額だが，1555.年以降の横領分について，1677年の段隙では横領分の価値の8倍， 1720 

ギ段階では6 倍と指示されていナこ。今や何がしかの货附を差出すだけで，横領分について所有が正 

当化されるというわけだ。土地について小所有を続ける者に加担すベく自治体側に立つはずの王だ 

ったが，今や土地所有をめぐる帰趨を货僻の力に託そうという時，いつしか王は大所有を志向する 

销主の側に立つことになってしまった。そしてここに，貨歉をたっぷり持つf i 主がその土地所有欲 

を入会分に向かい炸製させるというととになっていく。こうしたなかで入会分について領主が勝手 

にできる3 分の1 という限度を越え，入会分に対する糖極的な侵略に乗出す領主が現われて当然で-

4 (1166)
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あろう。そしてこめ事樊が領主に対する[̂ 1治体側の反発を深める結果になったばかりか，自治体側

の王不信を招くととにもなっていったのだった。王の裏切りから入会分がなくなることに対する不
( 2 ) _

安の声が各所に上った。ために王としても，局面打開の方途を考えなけれぱならない。

(1 ) その一端を、SfcE H ‘，Les Classes rurales en Bretagne, du X V P  siicle ct la Revolution, pp. 209 
et suiv.によって知れ。

(2  ) 不安の声のほんの一例だが，S a g n a c  e t  C a r o n , Les ComiUs de& droits f6oda%x et de Ugislation et 
Vaholiiion du regime seigneitrial (1789-1793), p.142 を参着。

入会分について領主はか)̂i；りの勝手ができた。知られる如く，王は領主のそうした勝手を許すよ

-うな態度に出た。今や土地について王は入会分を足場に，大所有を押進めようといわんぱかりであ

った。かかることでは，土地について小所有という現状の保全を掲げる治体側の反楽は避けられ

ず，入会分に対する領主の勝手を許すような露気のなかで領主の勝手がいよいよ高じた1 8世紀

なかばにいたり王は，入会分と対する彼の態、鹿の変更をよぎなくされた。これまではといえぱ，入

会分を狙う領主の身勝手に防戦するだけの王だったが，今や入会分と対し王は一転し土地につい

て小所有という現状の保全のため入会分を用立てたいとするき治体側の意向を汲上げながら，さら

に一を進め，小所有の創出ということに向かい入会分を活用することを考えるにいたったのであ

ゥた。かかるため打出されたのが，入会分の分割ということであった時，その反面で問違いなく起

る入会分の欠落から，土地について小所有という現状の保全のため入会分を用立てたいとする自治

体側の意向を，ひょっとすると無視する結果になりはしまI 、力S ’そんなことに気づかぬほどの王で

はなかった。入会分の分割により小所有を創出すべく乗出した王だが；いろいろな局面'に立たされ

るということになっていく。にもかかわらず王は， [̂ 1洽体側の王に対する不評の解消に懸命であっ 

すこ。

ともあれ王は，入会分について分割という。かく踏切った背後には，分割により入会分をnr治体

に属する誰かの所有に移すことができれぱ，入会分に対する領主の勝手が封じられようという期恃

.があった。しかし壬がかかる期待を持ち，入会分と対しようにも，対すべき入会分を欠くというと

ころも出た。プルターニュがそれで，この界限の慣習によれぱ， III治体内部に所有の唆味なまま放

置されている部分はことごとく領生に属すという。かかる吸りたとえ王といえども，こうした部分

に手を触れることができなかった。 IきI治体に腐する者で，もしかかる部分について何らか必要を感

ずる者があれば，彼はとうした部分に対する彼の必要を満たすべく，領主の確認を得なければなら

( I )ない。だがni標速成の途上で彼は，領主侧の相当程度の妨宵に出会わすことになった。領生を避け

一一- 5 (1167) —
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た場で入会分のことをきえようとした王だったが，入会分を欠くという現庚の前に王は手の下しよ 

うもなか.ったというわけだ。入会分の分割のためには入会分があることが前提だが，この前提の欠 

落に王は戸盛った。入会分がなけれぱ，入会分の分割により小所有創出のことについて考えように 

も，どう振舞っていいやら，王は見当もつきかねた次第というわけだ。 .

これとは逆に，自治体内部で入会分の持つ比重が高い場合，王は当然のこと，入会分の分割に向 

力、って勘くことになろう。だがかかる際に王はただ，入会分の分割により小所有が創出できれぱど 

うということだけか考え，振舞えぱいいというわけにはいかない。入会分の分割により小所有が創 

出できても，その反できっと起る入会分の欠あから，今後とも長く 土地について小所有の状況を 

続けたいと願う者が入会分に寄せる期恃が裏切られ，ために小所有の現状が維持できなくなった者 

の間から起る突上げのととをも考えながら王は，入会分の分割ということに向かわなけれぱならな 

いのである。入会分の比重がただ高いからといって，かまわずそれを分割の対象とするわけにはい 

かないものだ。王が入会分の分割と取組んだ時，小所有の創出と同時に，土地について小所有の状 

況を続けて来た者の立場の擁護，この二つを同時に満足させるということを考えなければならなか 

ったのである。王がオーベルニュについて入会分の分割をじた時，オーベルニュにおいてこうし 

たニ点が何とか満足させられるとみたからにほかならない。そして王がオーべルニュについてかく 

見通した背後には，オーベルニュにおいて入会分の持つ比重が高いという現爱認識があったのであ 

る。でも王は分割に際し，所おfe模別によろうという。かかることにした以上，土地所有にいたる 

チャンスを広く哲のため開放すべく入会分を，小所有の創出に振向けようという王の意図は，どこ 

力、に霧散してしまったわけだ。加えて，入会分が高い比重を持つというだけで，入会分を分割して 

もよいという王の態度以上にオーベルニュにとり不都合なことはなかったn 卿知の如く，オーべル 

ニュでは牧養’に重点を置いており，とのため入会分に寄せる自治体側の期待は大きかったからであ 

った。そしてかかる期待の前に入会分を分割の対象とみる壬の意向は，ここオーベルニュでも完全 

に封じられていく。現にオーベルニュでは主の意向に反し，入会分について分割がまれにしかみら 

.れなかった。入会分を存分に利用しながら牧養を続けようどいうオーベルニュ側の都合の前に，入 

会分の分割による小所有の剑出という王の侧の都合は，その突現を阻まれてしまったということだ 

ろう。入会分の比重が高い時，玉はその分割により小所有を創出することに何の支障も起らないと 

思ったのだが，それはオーベルニュにおいて大きな觅込違いであったのだ。これと同じ見込違いが,. 

ロレーヌでも繰返された。ロレーヌでは牧養に2S点を瞪いており，従って当然ながら，入会分を分 

割してしまおうという玉の指示に対する反発は大きく，入会分といえども，これに対し主の乎を触
( 3 )

れさせまいと，1さi治体侧は固く結来したのだった。

知られる如く，入会分の分割に向かった時，王は難族を;!;(iがれなかった。さいわい入会分につい

て分割を指示できた場合も王は，入会分の分割により何とか小所有'を剑出しな.ければという願れ、を

 6 (,1168)-----
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取下げ，ひたすら入会分の分制を，土地について小所有を続けて来た者の強化のため役立てるとレ 

うだけのことで満足している。この点は， ノルマンディに対して王が入会分の分割を招示したとこ 

ろをみても，同様であった。ノルマンディでは入会分が乏しく，にもかかわらず主が入会分を分割 

しようという時，税金の額による按分比例としてしまっている。かかる限り入会分の分割があって 

も，これが弱者のため，土地所有にいたるチャンスにならないことは明白であった。税金の額によ

る按分比例という分割の仕方ではただ強者が，士地集中のスピードを早めるだけのことに終ってし
( 4 ) '

まおう。こうした不始末に対する反翁からか，王はリモージュ裁判区について，入会分を各戸ごと 

に分f するという措置に出た。もしこれがすんなり運べば，弱者もまた土地所有にいたるチャンス 

に恵まれもしよう。しかしかかる分割措置に出るに際し王は，当然ながら起る入会分の欠落にとも 

なう波,紋についてアフタ一ケアのことを考えざるを得なか.った。考慮の末に打出されたのが，入会 

分から受取った時，これにより受ける恩恵の故に彼には，自治体のため何かしかを年々差出す義務 

が生ずるということであった。かかることでは，入会分から受取ることができたからといって/も 

はや誰も手放しで喜ぶというわけにはいかない。受収分について長く所有を守るため彼は，負担の 

ことを念頭に置かなければならないのである。これがわずらわしいと思った時，彼は入会分から受
( 5 )

取ることを断念するととになろう。現にこうした者-が务く出た。かかる者の多くは社会的§0者にほ 

かならないから，入会分を小所有の創出という目的に役立てようという王の意図は，ここでも挫折 

することになってしまったというわけだ。土地はき具に社会的目的に流fflできなV、。

( 1 ) ここにまでいたる経過は，L e fk u v r e  p., Les Coinmnns en Bretagyie a la f in  de VAncien. r6gime\ 
chap. II, pp‘ 24-53 にく わしい。

( 2 ) 才ーベ ル ニ ュ の ことについ て は ， T rap e n a iu ) C,, Le Pdtnrage commwial en Auvergne, pp, 231 et 
s s q .による。 ’

( 3 ) この点は，Sfe, pp. 57 et su iv .から。

( 4 ) かかる結末を，Sion J., Les Paysans de la Norm andie Orientale, pp. 202 et su iv ,にみよ。

( 5 )  Fxlhoulaud R., Le Partage des Hens conimunaux dans le ressort de la Cour d’appel de Limoges,
p .12.

土地収用ということ

小所有を統けて来た者の手から，一部にせよその士地を召上げなければならないとぃぅ必要は，

しぱしぱ起った。かかる際の問題点は，必要を感じ召上げた側が召上げた土地につぃて代慎を支払 

わなけれぱならないかどうかにあろう。これに決着をつけるのは，3Hの大きな仕事となった。とい

~~~ 7 {1169) —
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う時，小所有を続けて来た者の手から，何とかその土地を召上げなけれぱならないという必要を強

く感じたのは，すぐれて王自身だったからにはかならない。

今や王は土地について小所有を続けて来た者に向かい，時と場合により所有を断念してもらわな 

ければという。士地については，小所有の状況にある者を盛立てるということを一賞して考えて来 

た王だったが，これでは約束が違う。かかる約束逸反を帳消しにする意味でも王は，召上げた土地 

に対し代償を交払うべきかどう力、，態度を早倉に決定しなければならないのだった。必要を感じ士 

地を召上げた時，全体の都合のこ.とを考え' t の上のことであれぱ，王としても代償のことなど問題 

にならないと思っていた如1くだ。果してそんなものか。

道路の整傭を進めたいままよく王は，土地について小所有を続けて来た者に向かい，その土地を 

差出すよう求めることがあった。ただし王は，まったくの無償という。王により盛立てらるべき小 

所有だったが，今やそうした小所有も道路の整備という全体の公共的必要を前にして，王自身の手 

により切崩されるということになってしまった。かかる無理を強行するため王がいい張るところに 

よれぱ，土地について小所有を続ける側がその土地を召上げられたことにより受ける迷惑など，道 

路の盤備により多数の者力';受ける莫大な利益と比較した時，物の数とも思えないということだった。 

i 地について長く小所有の状況を続けて来たほどの者といえども，全体の必要を満すべく道路の養 

備に-乗出した王の前に，もはやその存在を無視されたにも等しい扱いを受けることになってしまっ 

たというわけだ。全体の都合のためには個の犧牲もまたやむを得ないというのだろう力、。早くもこ 

うした方向が道路の整備ということをめぐって具体的な姿を現わし始めて来たのだった。

この線上で王はまた，罪:事 0 的のため王が,土地について小所有を綺ける者からその土地を召上 

げた場合のことを考えようとした。当然ながら王は，撫償をいうわけだが，しかし軍事的必要に对 

する限りこの方針を最後まで通すことに王は，強いためらいを感じていた。軍事目的という以上， 

全体を考えてのことにはかならないが，道路を整備するという場合と違い今度は，いやしくも主で 

あれば，土地について小所有を続ける者が土地に対し抱く強い執着というものを無下に足賊げにす

こともできまいと思うのだった。そして挙句の末，召上げた土地について代償を，差出すことを決 

意するにいたったのである。力、く決意したものの王は依然として軍事目的を考えての措置なら当然 

のこと，全体の都合をおもんぱかっての上の借僵とみて，すんなりと代償を差出すことに絶得する 

ことができなかったのだ。この問の2が情を物語るのが，フランドルの各地で軍事1ミ1的のため収用し 

た土地に対して王が示した態度であろう。3Eは最初のうち，やはり無償といった。しかしこれを改 

め，代償を差出すことを決意するまでにいたった。しかしその問，土地を収用した時点から，すで

( 1170)
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に 6 0年余を経過していた。加えて，代償として文仏われる額も，. 見積りの3 分の2 にとどめよう

というのだ。従って, 觉積りいっぱいのものが支払われるのとわけが違う。とにかく王は出し跌っ ( 1)

た。全体の都合のことを考えて王が勘いているという以上，王のため全面協力を約するのが当然で 

あり，無償は覚悟の上だろうが，にもかかわらず代償が得られるという幸運に，王としてはむしろ

感謝されて然るべきぐらいにしか思っていなかったのであろう。王は代償ということ自体にひどく 

不満の体だったのだ。

こうした王ではあるが，所有を統けて来た者からその士地を，干拓のため召上げようという領主

をみれぱ，彼に向かい，召上げすこ分について代償を差出すことを命ずるのであった。というより，

買上‘げを命じたということの方が当っていよう。農用地拡大への要請が極度に強いさなかにあって，

干拓といえば，国全体の必要とみなされて差まえなく，かかるからには無償の収用ということが許

されて当然だろう力' ; , 王は領主による干拓を，そのような扱いを受けるべきものとみないわけだ。

干拓に乗出した領主を王は，全体の必要のため苦労を買って出たと者え，優遇することに難色をポ

しのだった。それどころか王は，干拓に向かう領主の意気を沮喪させようといわんばかりである。

今や領主は干拓に多額のものを投ずるゆか，干拓分の買上げのため相当額を用意しなければならな

かった。かかる限り領主は干拓に向かい思うように動けない。国全体の必要を満したいと立上った

領主だが，王により阻まれてしまった。ネックは，領主に对し土地収用を認めまいという王の側の

横車にあったというわけだ。小所有の状況にある者からその土地を召上げるという行為を王は，王 

にだけ可能な行為と考えていた。

(1) それが上述した次第でるということは，Dareste Q., U7ie pvoc6d%re d’expropHation potc7' cause 
d^utiliU publique sotis Louis X IV  et Louis XV, pp.179 et suiv.による。

休作分と個人主義

18世紀のなかぱともなれば，土地をめやってそめ効率のいい利用法が检討され始めて来た。この 

過程で起った一つの問題は，自分の所有する土地とはいえ，それがフルに利用できないという慣行 

がまかり通っているという塊樊に，どう対処するかということで、あった。土地の利用度を高めるベ 

く，真-先に決着を与えるべきは，この問題であった。今や分の土地をプルに利用できるというの 

が，土地を所有する者にとり土地の効率高い利用の仕方というのである。これを別11•すれば，士地 

の利用について個人主義を貫撒しようという態庇にはかならない。

従前はどうかといえぱ，長く所有を続けて来た士地といえども，彼はその利用について勝手な振

-一 - 9 (1171)—— .
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舞いができなかった。この典型的な場合として，休作分を共同の放牧場のため開放するという慣行 

がある。他者の休作分を利用しようという人のため，今や自分の土地ながら，彼の都合が許されな 

いというととだが3 果してこうした状況がどこまで続くというのであろうか。かかる反発だが，そ 

れが起ったのも，土地の利用を高めるべく， lil分の所有する士地を，所有する側がフルに刺用する 

のがいいという傾向が高まったからであった。つまり自分の士地であれば，これをIな分で利用しよ 

うという主張だが，とういう主張はまた王により支持されもした。にもかかわらず王は，他者の休 

作分を利用することが，土地について小所有を統けて来た側にとり，いかに大きな意味を持つもの 

であったかというととも，同時に考えなけれぱならなかったのだ。そして主のこうした禱路に乗じ, 

他者の体作分を利用しながら小所有を続けて来た者の旧に，他者の休作分を失うことに対するホ安 

が高まっていった。

ともあれ他者を休作分から追雑したいのだ。しかし真先に王から，次いで小所有の側から，大き

なチ:n ッグを受けるということになってしまった。そしてこうしたチ:nックを前に，他者を休作分
, ( 1 )

から追落そうという野心的な励きも，ついに大きな実りを結ぶことなく終ってしまった如くだ。土 

地の効率高い利用を掲げて立った時，土地について長く続いた小所有がその前進を阻んだとみたい。. 

( 1 ) こうした評価につ1/、ては，既出のSfeE, Blochのものから仰、だ。

すでに明白な如く，休作分についてはこれを，他者の用に供さなければならないのである。しか 

し 1 8世紀の後半ともなれぱ，土地について所有を統けて来た者のなかに，休作分を他者の用に供 

するという状況を招否し体作分といえども,これをもっぱら自分の都合の下に組込もうという励 

きが現われた。もう体作分を■他者の利用のためjrミ向けたくないというわけだが，このこと力';,他者 

の休作分を利用できるというととを前提に，土地について小所有を続けて来た者の保全をはかろう 

という旧跌序の崩壊を導くことになってしまった。旧俠序の朋壊という時，士地に7̂ いて小所有を 

続けて来た者の減少にほかならず，王はこうした事爐を，担税者の減少とみて，大いに不安がるの 

であった。しかしかかる王でも，土地について所有を明確化するという行為それ自体に反対するわ. 

けにはいかない。休作分から他者を追落すことにより所有を明硫化する行為もまた所有の維持につ 

ながるという以上，王としてもこうした行為に赞成であった。とはいえ，かかる行為がまかり通る 

一方で小所おを続ける者が苦しい立場に追込まれるという時，このの調整に王は戸惑った。何と

か事態を打Iせ1すべく王は圆策することになったというわけだ。

今や休作分を所-イすする者が，彼の休作分についてlii己の都合を貫徹しようという。そしてこれが， 

土地について利用を商めることに® ずると考えられる以上，王としても休作分についてそのJTr有者

. —— 10{1172 ) —— ■ •
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が彼の都合を貫徹しようという励きを無下に足激げにするというわけにもいかないめである。現美 

に王は休作分から他者を追落そうという方向を支持することになった。しかし王が一途にこれを 

'持できたというのと違う。支持するについて，多少の服定を付していた。王は休作分をめぐる新し 

い力向に組しながら，なお依然として旧秩序の伽に立ち，土地について小所有‘,を続けて来た者の上 

をおもんぱかること切なるものがあったのである。

これと関連し，たとえ王が休作分について，その所有‘者の都合の下に移すということを認めた場 

合でさえも，彼の都合の下に移せるのは，休作分の上の一番草に限ろうという。休作分から他者を 

追落すことに公然と同調した王だが，今や決断は純り，休作分の上の二番草については依然として 

き沿体の侧に属するとみるのであった。しかしこうした王でも，二番草が全ifti的に洽体に属する 

とは考えない。二番草を競売して得たうちから自洽体は， 3 分の2を休作分の所有者のため戾さな 

けれぱならないという。休作分をめぐる新しい励きに王が同調し，これを守立てるべく実際に半を 

打とうにも，その機会が阪られたばかり力、，王は休作分をめぐる励きに同調するに際し，所存する 

休作分をめぐり新しい動きに出ようという者の侧にぱかり加担することができなかったのだ。休作 

分を，その所:有者が自分の都合の下に組込むことにより自治体に属する圧倒的多数が受ける苦痛の 

ことを，王は考えていた。そして王はこの苦痛に対し，ちょっぴりとはいえ同情を示すことを忘れ 

なかった。こうした王のチ:n ックにより，休作分をめぐる新しい励きはそうすんなり運ぶというも 

のでもなかったのである。王の支持を得て，休作分を自己の都合の下に取込もうにも，王のふんぎ 

りの悪さに閉口するケースも多かったというわけだ。

知られる如く，体作分を，その所有者が自己の都合の下に組込もうという時，王はこれに対し全

幅の支持を与えなかった。かかるプミは，休作分をめぐりその所有者が新しい勘きに出た際に領主が

受ける損まに対し王が示した配慮のほどからも察知できるというものだ。今や王は，休作分から他

者を迫落すことを認めた場合でも，追落すべき他者から領主を除くよう命令していた。王によれば,

領主は依然として士地利用をめぐる従前までの慣行から大きな利益を受けるべき存在であった。そ

.して場合により王は，従前までの慣行から領主が利益を受けるということを，領主の正当な権利と

すらみなすのであるもし領主に|>1]かい，この正当な権利を放棄してもらいたいと願いたければ，

領主を縮出した代償に王は，休作分についてかかることを願った者が領主のため何がしかのものを

支仏うよう義務づけることにL ていた。そしてこの賠償'額を王は，休作分の所有者が領主に対し支 
• 、 （2 ).

仏っている家産税の半分に相当する額と指示するのであった。休作分から領主を含めすベての他者

を追落したい時，彼は追落'したことにより受ける利益の一部をもって，とれだけ,の儀姓を弁済する

よう强要されることになってしまった。休作分をその所有者が自己の完全な都合の下に敎1込もうと

した際には相当の银牲を覚悟しなければならないのである。かかる儀牲の前に，休作分をめぐり新

しい動きに出ようという者の決断は大いに純ることになったというわけだ。王の本音は旧秩持:の維

11(1173')
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持にあったといっても差支えないくらいだった。 ‘

体作分から他者を追落そうという意欲は1 8世紀なかぱ以降大いに高まっていった。こうした方 

向に王は加担したが，王はそれに一*途に加担することにより小所有が抹殺されるということを捨て 

置くわけにもいかなかった。かかる王め意向を反映して打たれた手を以上において拾ってみた。と 

もあれ，土地について小所有を続けて来た者が，あれほど頼りとしていた体作分の利用ということ

に何らか変更を持込むことには，いろいろな障害があったのである。

(1) こうした王の態度については，SfeG, p. 9 にも言及されている。

(2) そこまでにいたる経過を，SfcE, pp.11~ 12 により知れ

ともあれ王は，フランスの一部につぃてにせよ，休作分が，これを所有する者の手に移るよう， 

指示を与えたぱかりだ。■かかる指示に対しては，他人の体作分から綺出されたととに不安を感ずる 

者の間に，不平が高まって当然だろう。そしてこうした不平の行きつくところ，体作分を，これを 

所有する者が- 王の指示に従ぃ，自己の都合の下に組込むとぃうこと自体を，有名無実化できれば

とぃう励きの盛上がりとなった。 '

かかる盛上がりの一"̂：>として注目すべき点だが，他人の休作分から縮出されたことにより牧養に

困難を感ずる者の間で，自身の所有する土地の一部により牧草を獲得するとぃう努力が具体化して

来たととであった。 しかし彼には，こうした牧草の周回に垣を設けるほどのゆとりがなぃ。にもか

かわらず彼は，この牧草が他人に犯されてはならなぃものと，王の保護を申出るのだった。王はこ

れを受け，そうした牧草につぃては，領主を含めぃかなる他者の侵害をも封じなけれぱとした。今

や牧草を自給することで，他人の休作分から飾出されたことにともなう不安をお和しようとぃうわ

けだ。しかしそれほど頼りとした牧草につぃて，完全な防護壁を欠くとぃうことでは，かかる牧草

とて，他人の体作分から綿出されたことにともなう不安の綴和のため，大した足しにもならなぃと

ぃうものだろう。とぃう時，牧草がほとんど丸桃の状況に置かれてぃる以上，王の指示があったに

せよ，他人の侵害を排除できるとぃうものでもなぃからであった。せっかくの牧草だが，これでは
( 1)

台無しとぃうはかなぃ。塩を自力で設けられなぃ以上，王の指示も死文に等しかっためである。

加えて，こうした牧草をめぐっては，それに対してすら，牧草自給の可能性のなぃ者は虎視耽々 

であった。彼のこの態度たるや，他人の休作分から缔出されたことによる银牲が補できれぱ，

段を適ぱなぃとぃうにも似てぃた。かかる狼狼ぶりを前に王は彼のため，1**?悩のうちを汲んでやら 

ざるを得まぃとのほを深くしてぃったのだった。そしてついに主は，牧草のうち3 分の2 につぃて， 

収獲が終って二番5̂ -:の収獲までの叫，これを，他人のためDhl放すべきことを指ホする0 である。も
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続々フランスにおける土地所#と領主  '

'し王のかかる指示に速反する者があれば，彼は自治体Q ため, 50リ一プルの前金を支払わなけれぱ
( 2 )

ならない。とにかく王は， 治体に属する誰一人も，自治体から追落したくなかっ.た。それには自

治体に厲する皆のため，他人のものを共同利用できるというチヤンスを広く残すのが早計と，11̂は

考え，かかる措置に出たのだった。しかしそれすら化温いというのだろうか，他人のものを共同利

用するということからいささかでも節出されることに反対する声が高まっていった。王であれぱ，

もはやこれを着過できず，二番-ぶ:についてすら，半分ないし3分の1 を開放することを指示するの
(3)

であった。自分の土地の上のことに関する限り，自主性を打出そうにも，これに対するチェックは 

' かなり大きなものとなって来もといわざるを得ない。 ，‘ ,

何はともあれ，他人の休作分を狙うということには阻止耍因が働いた。かかるなかで，プランス

の一部にせよ，自治体内の各地に出現した牧草に対し共同利用を中出て，突上げを続ける者が現わ

れた。彼の突上げは功を秦したとみていい。その限り，休作分から綺出されたことにより彼が感ず

る不安は緩和されることになろう。かかる時，休作分から他人を縮出そうという動きも，ついに実

効のないものに終ってしまうことになるわけだ。休作分から綠出すというなら，今庇は他人の丹精 

した牧草が攻撃目標である。

( 1 ) ここまでにI 、たる経過を' ĝ ：E, p.19により知れ。

( 2 ) 王のそうした出方だが，Sfe, p. 20#看。

( 3 ) SfcE, p. 21に注意。

四

休作分から他人を綺出すことが徹底できた時，休作分について個人主義が貫徹されたという。し

かしプランスにおいては，休作分について個人主義を貫徹しようという動きがチェックされてしま

った。それどころか，休作分については，旧態依然のままの状況をまかり通らせようという力が強

く働き，休作分から他人を綺出そうという新しい-励きを;feiずる作用をしていた。、その一端につい 

て，今，述べたぱかりだ。

ともあれ，休作分をめぐっては，旧態依然のままの状況がまかり通ることになってしまった。今 

や他人の休作分だが，誰にもそう不lil由なく利用できる^^である。このことは，土地についてかろ 

うじて所有を続ける状況にある者にとり，どれだけ大きな救いになったことか。という時，他人の 

休作分でも，何とかこれを利;l iできることにより彼は生括のため，所有する規摸の土地では満たさ 

れなレ、部分を補充できたからでを) る。生括を維特するに不足する规模の土地しか待たなV、者でも,

この不足分を充足するに必要な分を他人の休作分から宇取り早•く見出せる時，彼が士地について続 

けて来た所-#をあえて放棄することはあるまい。かく考えた時，他人の休作分を利用できるという

— 13 C1175)-----
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ことは，小所有の状況を広く存続させるための条件ということにな‘ろう力、。しかし反面，土地につ 

いて，生活のための必要を上廻わるほどの規模を所おする側は，彼の休作分に対する強い風当りの 

ために，それだけ彼の土地に対する所有は安定を欠くものになっていこうというものだ。もはや波 

は大所有の構築に向かい，ーン:isも前進することができない。ひるがえってフランスでは，小所有が

温存されるということになっていく。

知られる如く，王は休作分について個人主義を貫徹しようという側の励きを，何とか守立てたい 

との態度に出た如くだ。しかし他面，主はまた，休作分から追落されまいと盛んに突上げる側に組 

してもいた。つまり王は，大所有のため加担することも，小所有を無視することも，とにかくその 

いずれに対しても深く立入ろうとしたかったというわけだ。休作分から他者を追'落すべきかどうか 

をめぐって，王は前にしゃしゃり出ることは出た力';,ついにそれについて決定的な方針を打出すこ 

ともなく終っていたのである。従ってこの問题の決着が，小所有の保全ということに役立つという 

形で決着をみたについては，王の発言■力というよりも，18世紀のフランスをめぐる国際環境による 

こと大きいというべきではないだろう力、。

終 に

私はここ数年来，「フランスゾ1ち:命の土地問題」と题する著書をまとめるべく，仕事を進めて来た。

そしてこれをまとめるに必要な程よ、材料を，私の手許のノートから引出すという13的で，本誌上 

(1)
前後10回発表している。これら10編を手がかりに，もうしぱらく検討を加えた上，上記の著書をf± 

上げたいと思う次第だ。かく猶予を願ったのも，本誌上，前後10回発表した分については，今みた 

, 取、の手許のノ一 卜から必要な殺よい材料を引出すという当初の目的が十分かなえられていない 

とに，私身気づいたからです◊ る。私 III身のうちなるものを十分に発酵させた上, 今はただ，なる

く早い機会に，rフランス-/fi命の土地問題」が上刊で'きれぱと思うぱかりである。.

( 1 ) それらを列举すれぱ，はI主地分与-地 世 嬰 地 （64巻 8 号)，利用と所-イ;f (64卷12号)，フランス 

ホ命と地役権（65雄 5 号），プランスぜi命の；k地所イJ (65巻 8 号）, 国# 地とフランス命（66卷12号）， 

フランスホ命と入会部分（66卷-8 -引 , プランスゾ|̂>：命の士地間题（66教10号）, フランスにおける士地 

所粗とf(lU (66グC&12号），続プランスにおける士地所-イTと如主（67巻 5号），続々プランスにおける± 

地所イぎと.f注 （67卷12-̂ 5̂0。 ■

時,

こ

ぺ

続々フランスにおける士地所有と館キ_

周知の如く，今日わが国では，士地をめぐって混'沖;たるカオス状況が続いている。この状況をど 

う考えるかについては, それこそいろいろなJI方があっていいだろう，私の場合，土地をめぐって

今日わが国が直而する状況を，何とか土地を所有の体系から解放し利用の体系に送込みたいとい

\
うことに対応するものとみる。そして私は士地を，所有の体系から利用の体系に移すことのなかに， 

土地をめぐって近代というものを感ずる者だ。土地をめぐって近代を樊現しようという時，どれだ 

けのことをすべきか，今日問われているのは正にこの点であり，それに必寒な指針はフランス力'J：命 

のなかに見出されよう。という時，フランス:? 1̂:命こそ，土地をめぐって近代を実現すべく戦われた 

サンプル中の最たるものだったからにほかならない。私 の 「プランス本命の土地問題」では，こう 

.したサンプルについて振返ることにより，土地をめぐり今日わが国が直®するカオスに新しい展開 

を与えるための指針を見出せれぱと思う次館だ。 しかしそうした实践的目的という以上に，私の 

「フランス黎1̂ ?の土地問題J では，所有ということで，何を者えたらいいのか，そしてまた士地を 

利用の対象とみるという時, どんな状況をいうのか，こうした問題r 対し具体的な客を与えるこ 

とを目的としている。そうした目的を掲げた理由だが，所有といい利用といい，経済史では自明の 

こととして受収られているという現卖に対し私が弾い反発を感じたからにほかならない。自明の 

こととしてそれらに疑問をはさまないことの影響が，いかに大きかったかを，私は「フランスi'fi命 

の土地問題J により示せぱと思っている。

それはともかくとして，私 が 「フランス舉命の土地問題_ !で姐うととは；経済史のなかに土地を 

持込む仕方をめぐり別の視角を打出すことにある。土地を経済史のなかに持込もうという際，これ 

まではといえば，所有から綺出される者に照準を合わせることに終始し’そこから一歩も出ないと 

いうのが大勢であり，こうした视点を踏まえ経済史で得られる理解のほと*に服界を感ずるのは，私 

一人だけではあるまい。私が打出そうという別の視角が経済史の理解を深めるベく結構役立つとい 

うことを，私 の 「プランス箱：命の土地問题J により知ってもらえれば，それこそ望外の喜びという

ものだろう。 （経済学部教授）
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